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中央防災会議専門調査会運営要領 

 

中 央 防 災 会 議  

 

（調査会の運営） 

第１ 災害対策基本法施行令第４条第１項の規定に基づき中央防災

会議の議決により設置される専門調査会（以下「調査会」という。）

の運営については、調査会に関する災害対策基本法施行令の規定

によるもののほか、この要領によるものとする。 

 

（調査会の座長） 

第２ 調査会に座長を置き、会長の指名する者がこれにあたる。 

 

（調査会の招集） 

第３ 調査会は、座長が必要と認めるとき、これを招集するものとす

る。 

 

（委員の欠席） 

第４ 調査会に属する委員又は専門委員（以下「調査会委員」という。）

が調査会を欠席する場合は、代理人を調査会に出席させ、又は他

の調査会委員に議決権の行使を委任することはできない。 

 ２ 調査会を欠席する調査会委員は、座長を通じて、当該調査会に

付議される事項につき、書面により意見を提出することができる。 

 

（議事） 

第５ 調査会は､座長又は第８に規定する座長の職務を代理する者が

出席し､かつ、調査会委員の過半数が出席しなければ､調査会を開

くことはできない。 

 ２ 議事は､出席した調査会委員の過半数をもって決し､可否同数

の場合には､座長の決するところによる。 

 ３ 座長は､調査会の議題等により必要があると認めるときは､第

一項の規定にかかわらず､調査会委員の過半数が出席しない場合

であっても､調査会を開くことができる。 

 

 

資 料 １
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（議事要旨） 

第６ 座長は､調査会の終了後､速やかに、当該調査会の議事要旨を作

成し､これを公表する。 

 

（議事録） 

第７ 座長は､当該調査会議事録を作成し､調査会に諮った上で、一定

期間を経過した後にこれを公表する。 

 

（座長代理） 

第８ 座長に事故があるときは､あらかじめ座長の指名する調査会委

員が、その職務を代理する。 

 

（中央防災会議への報告） 

第９ 座長は､調査会が調査を終了したとき、又は調査途中において

報告を行う必要を認めたときは、当該調査に係る内容を中央防災

会議に報告するものとする。 

 

（雑則） 

第１０ この要領に定めるもののほか､調査会の運営に関し必要な事

項は､座長が調査会に諮って定める。 

 



諮問

指定公共機関の長
  （4名）

 学識経験者
  (4名)

答申

意見具申

日本銀行総裁 東京大学名誉教授

○○福井　俊彦 ○○溝上　恵

日本赤十字社社長 富士常葉大学教授

○○藤森　昭一 ××重川　希志依

ＮＨＫ会長 静岡県知事

○○海老沢　勝二 ○○石川　嘉延

ＮＴＴ社長 日本消防協会会長

○○和田　紀夫 ○○德田　正明

○

○

○

○

　内閣総理大臣・防災担当大臣の諮問に応じての防災に関する重要事項の審議
   （防災の基本方針、防災に関する施策の総合調整、災害緊急事態の布告等）等

　防災に関する重要事項に関し、内閣総理大臣及び防災担当大臣への意見の具申

　非常災害の際の緊急措置に関する計画の作成及びその実施の推進

中央防災会議と専門調査会について

会長

委員

　防災基本計画及び地震防災計画の作成及びその実施の推進

【役割】

　・ 東南海、南海地震等に関する専門調査会（平成13年10月3日発足）

内
閣
総
理
大
臣

 
・
防
災
担
当
大
臣

専門調査会

　・ 東海地震対策専門調査会（平成15年5月終了）

　・ 日本海溝周辺の地震に関する専門調査会（仮称・平成15年7月、設置を決定）

中央防災会議

内閣総理大臣

防災担当大臣
防災担当大臣以外
の全閣僚
  （17名以内）

　・ 民間と市場の力を活かした防災力向上に関する専門調査会（平成15年9月18日発足）

　・ 防災情報の共有化に関する専門調査会（平成15年7月終了）

　・ 首都直下地震対策専門調査会（平成15年9月12日発足）

　・ 災害教訓の継承に関する専門調査会（平成15年7月31日発足）

　・ 防災に関する人材の育成・活用専門調査会（平成15年5月終了）

資料２
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資料３

「民間と市場の力を活かした防災力向上に関する専門調査会」

経緯とねらい

○中央防災会議（平成14年４月23日）における総理大臣発言

「災害に強い国」の実現を考える場合、いかに民間の知恵と力を活用

するかが重要。災害対策の分野に 「市場」のスピード、活力を導入でき、

れば、質・量ともに充実した対策が可能。

○都市再生本部「全国都市再生のための緊急措置 （平成14年10月）」

「防災まちづくり」を課題のひとつに位置づけ、ソフト対策として帰

宅困難者対策を例示して指摘。

○防災担当大臣主宰「企業と防災に関する検討会議 （平成14年10月設置、」

平成15年4月報告取りまとめ）

「地域防災と企業 「企業連携による防災まちづくり 「市場の力を活」 」

かした防災力の向上 「企業のリスクマネジメント」の４つの課題を対象」

として検討作業を実施し、報告「企業と防災～課題と方向性～」を取り

まとめ。

○中央防災会議（平成15年５月29日）

中央防災会議に、新たに「民間と市場の力を活かした防災力向上に関

する専門調査会」を設置することを決定。

○都市再生本部「全国都市再生のための緊急措置 （平成15年６月）」

本件に係る各プロジェクトの具体化進捗状況として 「平成15年度に内、

閣府がモデル地区を選定、具体の検証や防災まちづくり推進方策の取り

まとめを予定」と報告。

○日本経済団体連合会「防災に関する特別懇談会」提言（平成15年7月）

企業の側から見た防災対策の内容や課題について検討を行い 提言 災、 「

害に強い社会の構築に向けて」を作成。

○「企業と防災に関するシンポジウム」開催（平成15年７月29日）

内閣府及び日本経団連の共催により標記シンポジウムを開催し、企業

等から四百名以上が参加。行政と民間が一体となった防災体制構築の必要

性と重要性について議論。
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１．なぜ「民間と市場の力」なのか？

○ わが国の防災対策の中心は、各種の防災関係機関による事前の減災対策と

。 、 、 、 、発災時の応急対策です これに加えて 個々の企業 自主防災組織 個人等も

それぞれの立場で防災対策に努めています。それらを、個別の取り組みとして

ではなく、相互に連携させることで、地域や社会の防災力を高めることができ

ないか。阪神・淡路大震災の教訓も踏まえて中央防災会議で提唱された「防災

協働社会」は、どのように実現できるか、これが問題意識です。

○ 昨年４月の中央防災会議において、会長である内閣総理大臣から 「災害に、

強い国の実現を考える場合、民間の知恵と力の活用が重要。市場のスピード、

活力を導入することにより充実した対策が可能 」との発言がありました。これ。

、「 」 、 、を受けて 民間 の中でも特に企業の果たす役割が大きいことから 内閣府は

、 「 」 、昨年１０月 防災担当大臣主宰による 企業と防災に関する検討会議 を設置

本年４月に報告「企業と防災～課題と方向性～」がとりまとめられました。

○ 他方、業務市街地における企業の取り組みばかりでなく、商店街や住宅地

など、商店会や町会、ＰＴＡなどが主体となって、環境、福祉、教育等の切り

口で自分たちの「まちづくり」に関わっている事例が増えてきています。こう

した取り組みが、やがて「防災まちづくり」につながることが期待できます。

このように 「地域」という視点で見ると、企業ばかりでなく、幅広い民間の主、

体を念頭に、どのように相互の連携を進めることで地域の防災力向上につなが

るのか、について具体的に検討を行っていくことが重要です。

○ また、もっと広く「社会」という視点で見ると、今まで何度となく防災対

策の重要性が指摘されながら、大きな災害発生から時間がたつと、１人ひとり

の市民や個々の企業等の中で 「防災」意識が低下しがちになります。これに対、

し、環境問題に関しては、社会全体としても、日常的な生活者の行動、平常時

の企業行動等において意識されるものとなってきています。災害が起きたとき

だけではなく、環境問題と同様、日常生活、平常時の行動の中で防災が意識さ

れるようになるためには、規制や啓蒙普及による施策だけでは限界があり、防

災性能を有する商品が提供されたり、減災対策を行う企業が市場で評価される

等、社会システムを視野に入れた環境整備が必要です。

２．なぜ今 「民間と市場」なのか？、

○ 日本経団連が、防災について内部で検討を行い、去る７月に提言を取りま

とめました。その後、内閣府と共催で「企業と防災に関するシンポジウム」が

開催されるなど、経済界においても、防災意識の高まりが見られます。

○ 東海地震、東南海・南海地震に続き、首都直下地震についても、専門調査
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会で対策についての検討が開始されました。こうした対策は、それぞれの地域

で、官民の連携で行うことが重要です。抽象論ではなく、官民連携を進めるた

めの具体的な戦略が緊急に求められています。また、いつ、どこで地震が起き

てもおかしくないわが国では、社会全体としても防災力を高めるシステムを構

築する必要があります。

３．専門調査会は何を目指すのか

○ 個々の工場の生産力向上だけに頼るのではなく、企業全体の経営戦略が企

業の生産性を左右する時代となっています。行政でも、各府省の施策の連携・

融合、国と地方との連携が重要な課題となっています。重要なことは、目指す

べき目標を明らかにし、それを共有し、関係する主体が、同じ目標に沿って連

。 、 、携しながら努力することです 防災についても 社会で活動する多様な主体が

同じ目標を共有すること、何をすることが望ましいかという価値を共有するこ

とが必要です。

○ 防災は、その目的自体は誰も否定しなくても、そのための取り組みに関し

ては 「それぞれが努力する」と目標が曖昧なものとなっている場合が多くあり、

ます。本専門調査会の議論を通じて、官民連携した防災対策についての基本的

指針である「民間と市場の力を活かした防災戦略（仮称 」を策定することを目）

指します。
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資料４

中央防災会議「民間と市場の力を活かした
防災力向上に関する専門調査会」について

１ 目的と検討事項

防災に「民間」の知恵と力を活用

企業の「隣組」による消火活動 自動車修理工場による応急対応

コンビニ端末による災害情報提供 バイク便による被災情報収集
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町会による「おんぶレスキュー隊」 商店街による「民間交番」

防災に「市場」のスピード、活力を導入

防災ベッド

情報提供サービス機能をもつ自販機

←民間情報提供サービス
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本専門調査会において 「民間」と「市場」の力を地域や、

社会の防災力向上に活かすための施策の具体化を図る。

【検討事項】

①災害に強いまちづくりに向け、企業等が連携し日常的に活動に参画する

ことで地域防災力向上が図られる「防災まちづくり」を推進するための

【地域：現場即応型の施策検討】施策の検討

②日常的な商品やサービスの防災性能に着目し評価することで、消費者や

企業の行動を通じて社会の防災力が高まる仕組みや、企業の防災への取

り組みが社会的に評価される仕組みを作る等、市場の力を活かして防災

力向上を図るための施策体系の検討

【社会：社会システム全体を視野に入れた施策体系の検討】
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２ 調査会の進め方

「防災まちづくり」と「市場の活用」について、それぞれ分科会を設置

。 、 、して検討を行う 全体会議においては 分科会における検討状況を踏まえ

地域防災における企業等の役割の見直し、防災における官民連携に関する

施策体系等について検討を行う。

＜具体的な検討課題、成果イメージ＞

【全体会議】

① の策定「民間と市場の力を活かした防災戦略（仮称 」）

（防災における官民連携の基本指針）

② 防災基本計画、地域防災計画における企業等の役割の見直し

防災まちづくり分科会

（１ 「防災まちづくり」に関する先進事例・歴史的経緯等の分析）

⇒先進地域からゲストスピーカー招聘

（２）モデル事業のモニタリングとその評価

先進的取り組みをしている地区を数箇所。選定、地元の各活動主体、ア

ドバイザー等から構成される委員会を設置。各地区の防災力を評価し、課

題とそれに対する民間主導による対応策を検討する。

（３）地区特性別「防災まちづくり」のモデル戦略づくり

⇒大都市のオフィス街、商店街、町工場集積地区 等

（４ 「防災まちづくり」推進のための環境整備、支援策の検討）

⇒「防災まちづくり」への行政の支援は、これまでハードな事業中心で

あったが、今後は、ＮＰＯや 「住民としての企業 、商店街等が参画、 」

して「まちづくり」を推進する上でのソフト面の支援が必要。
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市場・防災社会システム分科会

（１）市場の力を活かして社会の防災力が高まる仕組み、考え方の整理

⇒各委員から課題提起

（２）企業の防災リスクマネジメントに関する考え方

具体の減災対策からリスクファイナンシング、全体の経営戦略まで、企業

の防災リスクマネジメントに関する考え方や推進方策について体系的に整

理、それらが社会的に評価される仕組みを検討する。

① 企業の各種減災対策について

１）先進企業の事例分析

２）そうした取り組みが評価される仕組みの検討

（例 「防災会計」の考え方整理、標準的ガイドライン案の検討）

② 企業のリスクファイナンシングへの取組事例分析

（例）キャットボンド

③リスクマネジメント規格に関する内外の動向分析

（３）市場の力を活用して、社会全体としての防災意識が高まる仕組みの検討

（例）防災マーク、デザイン選定にあたっての考え方整理、ＰＩ(パブリ

ックインボルブメントの実施）

（４）企業が戦略的な経営問題として防災へ取り組むための環境整備、支援策

の検討
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＜各分科会の構成（案）＞

●防災まちづくり分科会 ●市場・防災社会ｼｽﾃﾑ分科会

座長 伊藤 滋 委員 座長 樋口 公啓 委員

柴田いづみ 委員 青山 佳世 委員

中林 一樹 委員 大林 厚臣 委員

福澤 武 委員 齋藤 忠衛 委員

松岡 和良 委員 田畑日出男 委員

松岡 勝博 委員 中谷 幸俊 委員

松原 武久 委員 西浦 英次 委員

安井潤一郎 委員 前田 正尚 委員

山口ひろこ 委員 目加田説子 委員

※ 上記は、主としてご参加いただきたい目安であって、適宜双方の分科会

にご参加いただくことも可能 （分科会の開催は全委員に対してご案内）。

※ 各分科会での議論・検討の状況のお知らせや委員相互の自由な意見交換

の場として、本専門調査会委員及び事務局によるメーリングリストを開設

する。

minbou＠sml-z4.infoseek.co.jpメールアドレス：

登録者： 委員全員

内閣府災害予防担当、地震・火山対策担当

（参事官、企画官、参事官補佐）



資料５

　◎　全体会議（最終）
　◎　取りまとめ

○　防災まちづくりに関する先進事例
　や歴史的経緯等を分析する（ゲスト
　スピーカーによる事例紹介など）。
○　モデル事業のモニタリングとその
　評価を行う。
○　地区特性別「防災まちづくり」モデ
　ル戦略を検討する。
○　防災まちづくり推進のための環境
　整備や支援策を検討する。

○　市場の力を活かして社会の防災
　力が高まる仕組みや考え方を整理
　する（各委員から課題を提起）。
○　企業の防災リスクマネジメントに
　関する考え方を整理、検討する。
○　市場の力を活用した、社会全体
　としての防災意識高揚方策を検討
　する。
○　企業が戦略的な経営問題として
　防災に取り組むための環境整備や
　支援策を検討する。

　◎　全体会議（初回）
　◎　専門調査会で検討すべき事項
　◎　検討の進め方　など

　Ｈ１６年夏を目途

　今後の進め方

　第1回
（平成15年9月18日）

防災まちづくり分科会 市場･防災社会システム分科会
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民間と市場の力を活かした防災力向上に関する専門調査会（第一回） 
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Ⅰ． 防災まちづくり事例

①大手町・丸の内・有楽町地区
【再開発のための協議会で防災問題を検討】

・オフィス街版「防災隣組」設立（本年６月）
・行政と連携した帰宅困難者避難訓練（来年１月）
・電子壁新聞の検討

⇒ ●既存システムを活用した民間・地域版防災情報システム開発
●地域版「防災レスキューマネー」発行
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②早稲田地区
【エコ・ステーションを契機に商店街、学生らがまちづくりに関心】

・商店街中心による「震災疎開パッケージ」発売
・小学校での「防災キャンプ （町歩き、ＤＩＧ、体育館合宿）」
・学生による高齢者・障害者等の救助救出訓練（エコサマーフェスティバル）

⇒ ●商店街版安否確認システムの構築（地域内LAN）

←エコステーション１号
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←街歩き

防災マップ作り→
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③平塚地区
【地域福祉活動を契機に、防災について話し合い】

・ みんなでつくる平塚」主催の「全国ＮＰＯ祭り」で防災シンポ「
・ＰＴＡ「お母さんのための防災教室」
・おやじの会「防災キャンプ 、ＤＩＧ」

⇒ ●コミュニティＦＭ（ＦＭナパサ）を活用した防災情報提供
●民間・地域版避難計画策定

DIG←第１回
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地域防災の取り組みの経過 

 本年に入り、ＮＰＯ法人みんなでつくる平塚と様々な団体が協力して防災の取り組

みを進めてきた。６月からは各団体による個性的な活動が活発に展開され、お母さん

のための防災教室、ＤＩＧ（防災まち探検）、防災を考える会、市議会への耐震補強

政策を求める請願、各種防災講演会などが行われている。 

 このほか、小中学校の父親の会による「防災キャンプ」が数校で初めて取り組まれ、

各自治会での防災の取り組みも活発になっている。 

 

6 月  3 日 お母さんのための防災教室 花水地区子ども会育成会連絡協議会 

6 月 21 日 防災倉庫を探検しよう 花水防災ボランティア 

6 月 11 日 耐震補強を求める請願（趣旨採択） 地域防災を進める会 

6 月 28 日 第一回防災を考える集い 防災を考える会 

7 月  6 日 全国ＮＰＯ祭イベント＝大地震を迎え撃つ みんなでつくる平塚 

7 月 19 日-20 日 松風町地区ＤＩＧ（防災探検） 花水防災ボランティア 

7 月 23 日 龍城地区ＤＩＧ（防災探検） 花水防災ボランティア 

8 月  9 日 第二回防災を考える集い 防災を考える会 

8 月 14 日 防災特別番組 ＳＣＮ、ＦＭ湘南ナパサ／地域防災を進める会 

8 月 21 日 菫平地区ＤＩＧ（防災探検） 花水防災ボランティア 

8 月 23 日 防災講演会 （社）進和学園／地域防災を進める会 

8 月 27 日-28 日 袖が浜地区ＤＩＧ(防災探検） 花水防災ボランティア 

8 月 31 日 防災まちづくり実行委員会（第１回  

9 月  6 日 ナパサクラブ防災講演会 ナパサクラブ／地域防災を進める会  

9 月  7 日 防災まちづくり実行委員会（第２回） 

9 月 14 日 防災まちづくり実行委員会（第３回） 

9 月 20 日 ＤＩＧ（防災探検）総括集会 花水防災ボランティア 

9 月 20 日 防災勉強会＝今わたしたちに出来る事は？ 防災を考える会 
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防災まちづくり事業計画（案）   平成１５年９月 

 

 

Ⅰ 緊急対策（自治会と協力）：９月～１１月  

 地域小集会や家庭防災会議を通じて、各家庭での最低限の対策を推進 

 

Ⅱ 重点事業：１６年３月までに実施  

１ 耐震補強モデル事業＝耐震補強請願のフォロー 

  地元工務店の協力で、低価格の耐震補強工事を実施し、実物学習 

２ 地域防災事業の展開  

 ブロック塀改修、延焼防止、災害弱者支援（高齢者、福祉施設、在日外国人等）、

防災ボランティアの事前確保など 

３ IT 防災事業＝地域防災でのＩＴ活用実験 

 家族安否確認システム、地域ＭＬ、音声電子会議室、簡易ＷＥＢ等 

４ コミュニティ防災計画の作成 

 

Ⅲ 広域展開・・・先進事例を市内外に普及させる（１６年３月までに第一段階） 

１ モデル防災展示イベント  耐震補強モデル集会場での防災展示イベント  

２ 普及啓発事業 

（１）地域防災推進マニュアル 地域防災推進のノウハウを記した冊子の発行 

（２）地域防災活動の映像記録 実際の取り組みの映像記録と配布 

（３）各国語版マニュアルの作成 在平塚外国人との協力で実施 

３ 地域メディアの活用と連携（ＦＭ湘南ナパサ、ＳＣＮ等）  

４ 総括イベントの実施 平塚市全体を対象とした防災集会  
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Ⅲ． 防災社会システム 
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巨大都市の自然災害ハザード指数 
－ミュンヘン再保険 トピックス 2002 より抜粋訳－ 

 
１．巨大都市ハザード指数の目的 
 
統計によると 1950 年以降、自然災害が引き起こす損失はインフレ調整してもなお劇的に増大し

ており、しかもその傾向に拍車がかかっている。主な原因の一つは都市部の人と資産価値の集中

で、とりわけ巨大都市において顕著である。地球規模の経済統合が進むにつれ損失が増大してい

る。このグローバリゼイションの結果、大惨事が全世界を震撼させることになるかもしれない。

大規模な自然災害に匹敵する被害をもたらした世界貿易センターへの攻撃を考えてみるとこのこ

とは明らかである。 
 
経済力で上位 20 位までの巨大都市が世界の国民総生産の 27％を占め、その割合は増加している。

自然災害による世界全体の損失は、ますます巨大都市に左右されるようになっている。実例を挙

げると、地震は 1994 年にロスアンゼルス、1995 年に大阪（ママ）をほんのひとかすり襲っただ

けかもしれないのだが、この地震ため、その２年間の損失は膨れ上がり、過去数十年で最悪の損

失合計となった。通常、保険は農村部より都市部で加入が多いため、保険業界が受ける影響は経

済界全体と比較してさらに深刻である。こうした背景から、自然のあらゆるハザードを組み入れ

た大都市圏の危険を照合、比較することに非常な関心が集まっている。またそのような検証によ

って、多様なリスク要因が全体のリスクにどう影響するかを分析することも可能となる。 
 
しかし、それぞれの巨大都市が抱えるリスクをどう比較するのか。最初に主要 50 都市の自然ハ

ザード指数を示す。この指数が以前と違うのは次の 2 点である。第 1 に絶対的手法を用いた。そ

の目的は相対的に分類するだけでなく、少なくとも絶対的な損失可能性の大きさの順位付けが可

能となるような道筋をつけることである。第２にこの指数は関連する自然ハザード全てを一括し

て考慮する初めての指数である。基準を満たす質を備えたデータは入手次第、巨大都市の損失可

能性に直接反映する絶対指数に変換される。しかしこの研究は今尚、近似解として考えるべきで

ある。 
 



 

- 38 - 

ハザード 脆弱性 ｴｸｽﾎﾟｰ
ｼﾞｬｰ

Tokyo-Yokohama 34.9 710 10.0 7.1 10.0
San Francisco Bay 7.3 167 6.7 8.3 3.0
Los Angeles 16.8 100 2.7 8.2 4.5
Osaka-Kobe-Kyoto 18.0 92 3.6 5.0 5.0
Miami 4.1 45 2.7 7.7 2.2
New York 21.6 42 0.9 5.5 8.3
Hong Kong-Pearl River
Delta

14.0 41 2.8 6.6 2.2

Manila-Quezon 14.2 31 4.8 9.5 0.7
London 12.1 30 0.9 7.1 4.8
Paris 11.0 25 0.8 6.6 4.6
Chicago 9.4 20 0.8 5.6 4.4
Mexico City 25.8 19 1.8 8.9 1.2
Washington-Baltimore 7.9 16 0.6 5.4 4.4
Beijing 13.2 15 2.7 8.1 0.7
Seoul 21.2 15 0.9 7.2 2.2
Ruhr area 9.6 14 0.9 5.8 2.8
Shanghai 14.2 13 1.1 7.0 1.7
Amsterdam-Rotterdam
(Randstad)

8.0 12 0.9 5.6 2.3

Moscow 13.2 11 0.7 8.7 1.8
Frankfurt am Main 5.0 9.5 0.7 5.9 2.3
Milan 4.0 8.9 0.6 6.7 2.2
Santa Fe de Bogota 7.7 8.8 1.9 7.3 0.6
Dhaka 11.3 7.3 4.8 9.6 0.2
Sydney 5.0 6.0 0.6 9.1 1.1
Mumbai 18.2 5.1 0.8 8.6 0.7
Krung Thep (Bangkok) 10.3 5.0 0.9 7.4 0.8
Santiago 5.5 4.9 1.5 5.2 0.7
Medellin 4.0 4.8 1.1 7.2 0.6
Istanbul 16.0 4.8 2.4 7.2 0.3
Teheran 14.0 4.7 3.0 9.4 0.2
Bangalore 8.0 4.5 0.3 8.4 1.6
Calcutta 15.9 4.2 3.2 9.5 0.1
Buenos Aires 13.7 4.2 0.7 6.3 0.9
Johannesburg 7.5 3.9 0.6 8.2 0.7
Lima 9.0 3.7 2.8 7.3 0.2
Athens 4.0 3.7 0.7 6.9 0.8
Jakarta 17.1 3.6 1.7 9.9 0.2
Singapore 4.0 3.5 0.3 7.1 1.9
Karachi 12.3 3.1 2.3 10.0 0.1
Sao Paulo 20.3 2.5 0.3 8.0 1.1
Rio de Janeiro 12.3 1.8 0.6 8.2 0.4
Berlin 4.2 1.8 0.3 5.9 0.9
Cairo 16.5 1.8 0.9 8.7 0.2
Madrid 5.2 1.5 0.5 6.7 0.4
Delhi 17.2 1.5 1.2 7.8 0.2
Alexandria 5.0 1.4 1.4 7.5 0.1
Baghdad 8.0 1.3 0.9 9.2 0.1
St. Petersburg 6.0 0.7 0.5 8.7 0.1
Lagos 13.5 0.7 0.5 9.4 0.1
Abidjan 3.9 0.3 0.3 8.7 0.1
＊
どちらも地域全体の集積に関連している(すなわち隣接する市町村を含む)

人口＊

(百万)

合計
リスク指

数
巨大都市＊

リスク指数構成要素
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２．指数の目的と構造 

 
ここで提示する指数は、地域やハザードにより異なる保険の集中度、契約条件は考慮せず

物的損失のリスクに連動している。しかしモジュール構造のため他の適切な指標の選択が

可能であり、引き受け目的またはより一般的な理由にあわせ、容易に指数を適応させるこ

とができる。指数は損失可能性を測定できるよう作られており、ハザード、脆弱性、エク

スポージャーというリスクの３構成要素からなる。算出にあたり考慮したハザードは、地

震、暴風、洪水で、火山噴火、山火事、冬の被害(霜)などは最も重要な二次的ハザードと

した。 

 
後で少し詳しく述べるように、主要３構成要素もそれ自体が幾つかの下位構成要素からな

る。まず、選択された構成要素または間接的指標の多くを、原則として４、５等級に分類

した。次にどのようなリスクの絶対測定が必要かを念頭に置きながら、そのリスクに影響

を与える絶対値を出来る限り分類表に入力する。概して指数関数またはポテンシャル関数

が使われる。（例えば暴風ハザードの等級は最大風速に基づいて規定され、対応する損失は

風速の４乗で増加する。）絶対数値の使用は、構成要素を指数や下位指数として組み合わせ

る際、各構成要素の加重値を客観化するための前提条件である。最終的に下位構成要素を

標準化し、各々を組み合わせる。 

 
３．指数構成要素の説明 

 
３．１ ハザード 

ハザードに関しては、平均年間損失（AAL: Average Annual Loss）を割り当てることで様々

な自然災害ハザードを最適かつ客観的に計量でき、合計も容易となる。AAL に加え、発生

可能性の低い大惨事が引き起こす損失も２つ目の構成要素として考慮すべきであり、これ

は 1,000 年間での損失（予想最大損失額＝PML: Probable Maximum Loss）という統一基

準に連動している。脆弱性は同等であると仮定し、値を様々なハザードの等級に振り分け

る。脆弱性は別の構成要素として作用する(以下参照)。 

 
３．１．１ 地震 

最初に使用する値は、ミュンヘン再保険作成の自然災害ハザード世界地図に示されている

地震ゾーンである。地震ゾーンは２次的な影響を考慮に入れず、平均４７５年間に１回と

予想される地震動の強度を表している。よって次のような２次的な影響を反映させるため
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地震ゾーン値に修正を加えた： 

 
 －振動強度の変化（地盤の状態に基づく） 

 －液状化（地盤の軟化） 

 －津波（地震による波） 

 －地震後の火災 

 
しかし、２次的な影響は時として甚大な被害をもたらすが、一般的には都市部の狭い地域

に影響を及ぼすにすぎないため、元々の振動の強度が指数の中心となる。さらに世界中の

損失統計から修正した地震ゾーン値を基に AAL や PML を算定した。 

 
３．１．２ 暴風 

地震と違い、様々な種類の暴風に留意する必要がある： 

 
 －熱帯性暴風雨（台風・ハリケーン） 

 －温帯性低気圧 

 －地域的暴風（例：竜巻、雹の嵐） 

 
台風では、再び自然災害ハザード世界地図の等級を使用した。分類の基準には、100 年に

１回の頻度としシンプソン・スケールで５等級に分けられている暴風雨の威力を用いた。

つまり風速である。温帯性低気圧も同様に分類したが、台風よりも風速が遅いため等級の

数を５から３に減らした。等級分けの精度を高めるため場合によっては整数値ではなく中

間値をとっている。地域的暴風では、風速以外の他の要素（雹や土砂降りなど）も関係し

てくるため、ハザードを量的に分類することが困難となる。この理由から、ハザードを妥

当な範囲で反映する等級を設定すべく、純粋に質的な基準も用いた。高潮（台風及び温帯

性低気圧の付随的影響）は洪水の項目で扱う。地震では AAL と PML を地震ゾーンに割り

振ったが、様々な暴風現象では AAL の合計値を出し、PML については各現象の最高値を

取った。 

 
３．１．３ 洪水 

暴風と同様、様々な形態に考慮する必要がある： 

 
 －河川の氾濫 
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 －鉄砲水／集中豪雨 

 －高潮 

 
洪水の影響を受ける地域が狭いことから自然災害ハザード世界地図には掲載されていない

ため、この指数のため特別に分類法を開発した。初期の分類は質的なものであるが、関連

する詳細データを記録すれば大幅な精緻化が可能である。AAL、PML の割り当ての際、

影響を受ける都市部は原則として比較的狭い範囲であることに留意する必要がある。洪水

の指数には暴風の場合と同様の手法を用いた。 

 
３．１．４ 他のハザード 

火山の爆発、山火事及び霜がこの指数に該当する。しかし最終的には全体のハザードに与

える影響は小さい。AAL、PML の割り当て及び全体指数の作成は上述のハザードと同様

に行った。 

 
３．１．５ ハザードの合計 

ハザードの合計は次の手順で求められる： 

 
 －各ハザードの AAL 値を加算 

 －全ハザードについて PML の最高値を選択 

 －AAL 値合計を 80％、PML 最高値を 20%として出した加重値を合計 

  
AAL と PML を組み入れる割合は主観的なものであり、それぞれの目的に合わせ調整して

よい。 

 
３．２ 脆弱性 

 
３．２．１ 構成要素の選択 

脆弱性の指数決定にあたり、主要な構成要素３つを考慮した。２つはハザードに関するも

の、もう 1 つは一般的要素である： 

 
ハザードに関する構成要素： 

 －建築の種類に特有な脆弱性、例えば様々なハザードに対する一般的な住居用建築様式

の脆弱性がこれにあたる。世界中の商業・産業用建築のリスク算定でも、住居用と同
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じ建築様式であると仮定した（後述のように質的には異なる）。 

 －ハザード毎に事前準備・安全策の水準を分類した。これには建築基準や地方自治体と

国による洪水防止などの特定のハザードに対する計画が含まれる。 

 
一方、一般的な構成要素では建築の一般的な質や建物の集中度などが考慮される。集中度

が高いほど、リスクも高まる。 

 
３．２．２ 脆弱性指数の算出 

脆弱性、事前準備及び建築の質を、「優良」「良」「平均」「平均以下」の４等級に分類する。

建築の集中度を示すものとして人口密度を用い、想定される損失の割合を分類した。他の

基準が不変の場合、ある特定の基準によって損失がどの程度変化するかを表すことができ

る。建築の集中度は０から４までの標準化された独自の値に変換される。 

 
脆弱性指数の合計を求めるには、主要３構成要素を均等に加重する。構成要素そのものも、

ハザードに関連する４つの下位構成要素を均等に加重することで求められる。全体的な下

位構成要素２つのうち、建築の質を３、建築の集中度を１として加重する。合計指数は各

構成要素の加重値を加算して求める。時として入手データが質的に劣っている場合、ハザ

ードほど脆弱性の組み入れ割合は客観的でないこともあるが、全体としては信頼のおける

ものとなっている。 

 
３．３ エクスポージャー 

完璧な数値化はこのパイロット・スタディの目的を越えるため、多様な指標は相対的格付

けとして都市部の「総合値」に含まれる。例えば： 

 
 －物的価値： 

・世帯の平均値（住居用建築） 

・国内総生産（商業・産業用建築） 

 －総合的な価値 

・世界経済における重要性 

 
世帯の平均値は米国の諸州とドイツの場合、世帯の価値と国内総生産の平均的な関係を基

に算出される。価値の関係は広範囲な地域内においても、地域同士の比較においてもうま

く適用できると思われる。国内総生産はその地方自治体の統計を用いて求めるが、そうで
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ない場合はその自治体の人口が占める割合に基づき算出する。 

 
世界での重要性は、「非常に高い」から「低い」までの４等級に分類され、世界経済のネッ

トワークで果たす各都市部の役割を示す。指数は元々の等級値ではなく等級値の 2.5 乗の

値をとるため、東京にはアビジャンの 32 倍の加重値が与えられている。これら均等加重

した 3 つの下位構成要素を加算して指数合計を出す。 

 
４．総合リスク指数の算出 

 
ハザード、脆弱性及びエクスポージャーという主要３構成要素から総合リスク指数を得る

には、標準化が必要である。このため、まず最高値を 10 と設定し、それに比例させて他

の値を計算する。次に構成要素を組み合わせるが、3 つの方法が考えられる： 

 －主要構成要素を加算する（下位構成要素も） 

 －主要構成要素を乗じる 

 －ハザード毎にハザード値と脆弱性の値を乗じ、その答えとエクスポージャーと組み 

合わせる 

 
結果の主観性、妥当性に関する限り、1 番目の方法が最も適切さを欠く。残り２つは同じ

ような結果となるが、説明を目的とするならば主要構成要素を直接乗じる方法が好ましい。

自動的に主要３構成要素が全過程において均等加重されるからである。 

 
５．結果の考察 

 
予想通り、東京はハザードとエクスポージャーの両方が高いため、他の都市を大きく引き

離している。概して指数はエクスポージャーに大きく左右され、ハザードはそう影響を与

えるものではなく、脆弱性にいたっては 2 次的な役割しか担っていない。最初はこの結果

に驚くかもしれないが、脆弱性より価値とハザードの方が広範囲にわたっているという事

実の反映である。それゆえ第三世界から上位 10 位に入った巨大都市はハザードの高かっ

たマニラだけである。またニューヨーク、パリ、ロンドンは比較的ハザードが低かったに

も関わらず、非常な価値の集中が見られるため上位にランクされている。 

 
基礎となる価値の制約、不正確さはあるにしても、ここで示した指数により巨大都市の損

失可能性を現実的に比較することができる。保険の集中度に関するデータ或いは賠償責任
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保険に関し直接的な情報が入手できれば、保険のかけられた損失可能性について明細を作

成することも出来る。これらは包括的な個別リスクモデルの代用としては適さないが、特

にそのようなモデルが利用できない地域、また現在開発中である地域では初期指標として

役立つ。 

 
６．展望 

 
ここで提示した巨大都市の自然災害ハザード指数は完成品としてではなく、議論の基礎を

なすものとして捉えるべきである。前提条件のうち、特に脆弱性に関するものは都市部の

地震被害分析を行うリスク評価ツール、RADIUS (Risk Assessment Tools for Diagnosis of 

Urban Areas against Seismic Disasters)のプロジェクト及びそれにとって代る都市地震対策の

方向性を理解するための取り組み、GESI（Global Earthquake Safety Initiative ）の一環

として行なわれている精密な調査による確認と客観化が必要である。ハザードに関して言

えば、大きな弱点は洪水である。真に信頼できる評価とするためには、このパイロット・

スタディで使った以上のより詳細なデータが必要である。ハザード全体に関しては、地震

が極めて重要な役割を果たしておりさらに精緻な検証が要求される。また特に指数の主要

構成要素については、その加重値を客観化するためさらなる研究が望まれる。 

 
総括して言えばこの手法は必要に応じた改良が可能で、小さな地方自治体から国全体に至

るまで適用することが出来る。 
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ビジネス継続プラン( )Business Continuity Plan

●自然災害等の発生時に、どの機能を優先的に回復させるかに関する戦略。

事業所、工場単位ではなく、全社の方針。

●ある調査によれば、ＢＣＰを策定（計画中含む）している企業は米国の９６％

に対し、日本では２１％とされている （ＫＰＭＧビジネスインシュアランス。

「ビジネス継続マネジメントサーベイ ）2002」

（参考）企業のリスクコントロール手法とＢＣＰ

http://bcs.nri.co.jp/processmodel.html出典：野村総合研究所
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社会的責任投資( )Socially Responsible Investment

●社会的責任投資とは、従来の財務分析による投資基準に加え、企業が社会・倫

理・環境といった点などにおいて社会的責任を果たしているかどうかを投資基

準にし、投資行動をとること。

、 、 。●古くは 宗教的観点から 酒・ギャンブル関連企業を投資対象から除外する等

近年は、環境対策、法律遵守等の面で積極的に評価する企業を意識的に評価対

象に選択。

●投資家の選択的投資行動を通じて企業の行動に影響。
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環境省「社会的責任投資に関する日米英３か国比較調査報告書－我が国における

社会的責任投資の発展に向けて－ （平成 年 月）」 15 6
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防災会計、防災報告

●各企業は「環境報告書」を積極的に作成、開示。

●労働安全等についての記述は多いが、一部の企業で自然災害に対する防災対策

等について報告している事例。

積水化学「環境レポート２００３」

http://www.sekisui.co.jp/general/ctr_index.html
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三洋化成工業「環境報告書２００３」

http://www.sanyo-chemical.co.jp/eco/pdf/jpn/env12.pdf
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防災関係ビジネス

アジア防災センターホームページ

http://www.adrc.or.jp/internet_gen_j.html
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